
                                            令和７年３月４日 教務部 

気象等に関する警報・特別警報が出ている、または出る可能性がある場合の注意 

 

（１）多摩南部地域に警戒警報（大雨・洪水・暴風・暴風雪・大雪）が出されている場合は、登校時の安全確保のために次の

規定に従う。 

 ＮＨＫニュースやインターネット、本校ＨＰ・Teams 等の情報で 

① 午前６時以前に解除された場合には、平常通り授業を行う。 

② 午前６時以降午前８時以前に解除された場合には、３時限目から授業を行う。 

③ 午前８時以降午前１０時以前に解除された場合には、５時限目から授業を行う。 

④ 午前１０時以降に解除された場合には、翌日定刻より授業を開始する。 

（２）気象等に関する警報・特別警報が解除され登校するときは、十分注意をして登校する。 

但し、警報が発令中でも天候が回復した場合は、登校の有無について各自が当日の午前７時に本校 HP、Teams を確認 

する。授業を行う場合は、３時限目から授業を開始する。 

 

※ 今夜から雪が降りはじめ、朝には溶け切らず凍結している恐れがあります。登校する際は、十分に気を付けるようにして下さい。 


